
 

 

 

 

 

 

 

新年度を迎えるにあたり 
春らしい陽気にあふれた毎日はいつ訪れるのかと心待ちにしていましたが、新

年度を迎えるとともに桜の便りが春の訪れを届けてくれる今日この頃となりまし

た。戸手学区の皆様には益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申しあげます。 

戸手交流館は、戸手学区のみなさんが「つどう」「まなぶ」「むすぶ」場として、

生涯学習の推進、各種サークル活動、まちづくり推進事業の活動拠点施設として、

多くのみなさんに様々な形でご利用いただいているところです。 

戸手学区の皆様が長年培い、発展・継続されてきた事業を引き続き盛り上げ、積

極的に交流館活動に参加していただけるよう努めてまいりますので、よろしくお

願いいたします。 
戸手交流館職員一同 

 

講座のご案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第 ３６ 号 

 

戸 手 交 流 館 
  Tel; 

fukuyama.hiroshima

.jp

   

カラー版は 

こちらから 

戸手社会教育活動事業 

 道路交通法の改正により２０２６年４月１日から、自転車等の交通違反に対し交通反則通

告制度が適用されます。１６歳以上の自転車等運転者による一定の交通違反に対し、反則金

を納付させる交通反則通告制度（青切符）が導入されます。これらについてまずは詳しく聞

いてみませんか？また私たちの住む地域の交通事故の実態や事故を防止するために一人ひ

とりができる事を一緒に学びましょう。みなさんのご参加をお待ちしております。 

新市交番のお巡りさんによる交通安全教室 

～守ろう自転車の交通ルール 
      あなたは大丈夫？車の人も歩く人も～ 

と き     4 月24 日（金）  10時００分～11時３０分 

ところ    戸手交流館 2階集会室 

講 師    新市交番お巡りさん 

対象者   どなたでも 

申込み   人数把握のため 4/２２までに電話または窓口で申し込みくだ

さい。 

主 催    戸手交流館   電話（０８４７）５２－５５３９ 大切な命を守るため家族や子、孫に伝えよう 
自動車を運転する人も関係あるよ 
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戸手学区体育会さん受賞おめでとうございます！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

移動図書館のぞみ号 

日 時： ４月１７日（金） 

５月１９日（火） 

１１時１０分～ 

１１時５０分 

場 所：戸 手 交 流 館 

ふれあいプラザ 
駐車場 

令和８年３月１３日(金)広島県庁において、「広島県スポーツ優良団体表彰」の表彰

式が行われました。これは、地域又は職域におけるスポーツの健全な普及及び発展に貢

献し、スポーツの振興に顕著な成果をあげている団体を顕彰するもので、今年度、戸手

学区体育会が広島県で唯一の受賞団体でした。 

表彰式には、戸手学区体育会の瀬尾雅晴会長と 

事務局の恩田雅章さんが出席されました。受賞に 

際し、お礼の言葉を次のように述べられました。 

今回の受賞は、本体育会の活動に対して、常日頃 

からご理解とご支援をいただいている戸手学区の 

皆さまのお陰だと感謝申しあげます。 

今後も新たにスポーツ雪合戦を加えるなど、年１１回の地域スポーツ教室の種目の

充実と、戸手学区まちづくり推進委員会との共催による年３回の戸手学区親睦スポー

ツ大会を継続開催することにより、おとなもこどもも楽しめるニュースポーツやパラ

スポーツを通して、地域の皆さまの体力向上や親睦と交流の場として、さらに、戸手学

区の賑わいの創出、明るいまちづくりに少しでも貢献していきたいと思っております。 

生涯学習団体の活動費を 
補助します！ 

・構成員数：５人以上の学習グループ 
・補助金額：補助対象経費の２分の１以内で 

上限５万円 
・対象事業：子育て、福祉、芸術、生涯スポーツ

などの生涯学習活動で、学習成果
が広く社会へ還元される活動  
※審査があります。 

・申請期間：４月１日（水）～４月３０日（木） 
詳細につきましては、４月１日（水）以降にＨＰで
確認していただくか、まちづくり推進課へお問合
せください。 

⇒福山市生涯学習活動費補助金で検索 

【問合せ先】 

 福山市まちづくり推進課 

TEL (084) 928-1243 
FAX（084）928-1229 

春の全国交通安全運動

令和８年４月６日(月)～４月１５日(水) 
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２０２６年度も交流館を利用される場合は、窓口で団体登録更新の手続きが必要です。 

交流館の使用について 
 

 

【開館時間】      午前８時３０分～午後１０時  

※使用時間を守りましょう。 

【受付時間】月～金曜日 午前８時３０分～午後５時 

            土曜日 午前８時３０分～午後０時１５分（休日は除く） 

交流館を利用される方は、次の事項を守ってください。 

＊部屋を利用する際は事前に、使用許可申請書を提出してください。 

（申請は使用の３か月前から、窓口の場合は前日まで、オンライン予約の場合は 3営業日前まで） 

＊受付時間外に使用される場合は、必ず事前に鍵を受け取りに来てください。 

＊使用時間は、準備、活動、後片付け等に要する時間を含みます。 

＊持込器具の使用は、事前に相談してください。 

＊使用の変更・中止の場合は、必ず連絡してください。 

＊使用した机・椅子などは、所定のところへ返却し整理整頓してください。 

＊物品の販売、寄付金の募集等を行う場合は、あらかじめ許可を受けてください。 

＊使用中に建物・付属設備・備付けの器具類等を破損したときは、直ちに届け出てください。 

＊使用後は会場を清掃し、ごみは必ずお持ち帰りください。また、使用管理責任者は、戸締り 

と火気の確認をしてください。 

＊近所の方々に迷惑ですので、道路への違法駐車は絶対しないでください。 

＊特に夜間の使用の際には、駐車場等での談笑はしないでください。 

＊その他、職員の指示する事項を守ってください。 

   ※これらのことが守られない場合は、使用をお断りすることがあります。 

 
インターネット予約
申請の有無にかか
わらず、新規登録・
更新・変更の手続
きが必要です。 
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交流館での市民課、税制課証明業務のご案内 

   交流館では、月曜日～金曜日（祝祭日は除く）の 9時から 12時まで 

市民課証明書、所得・課税証明書の交付を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取 扱 い 証 明 金 額 

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） ４５０円 

戸籍個人事項証明書（戸籍抄本) ４５０円 

戸籍の附票の写し全部証明 

戸籍の附票の写し一部証明 
３００円 

住民票の写し ３００円 

住民票の記載事項証明書 ３００円 

年金の現況届の証明 個人年金 ３００円 

労働基準法第１１１条代用証明 無 料 

印鑑登録証明書 

（印鑑登録証必要） 

３００円 

所得・所得課税証明書 ３００円 

＊利用できる人：戸手学区住んでいる人、 

        または勤務している人 

＊持参するもの：窓口に来られるすべての方の 

ご本人確認が必要です。 

次のいずれかをご提示ください。 

 

 

 

＊交流館では、住民票コードやマイナン 

バー記載の住民票の取り扱いはできませ 

ん。本庁市民課、および各支所でお願い 

します。 

☆つり銭がいらないようご準備ください☆  

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・

身体障害者手帳・医療受給者証など 

住  民  票：同じ世帯の人 
戸籍謄抄本：戸籍に記載されている人や 
      その配偶者、直系の親族 
税 証 明：同一世帯の家族 
 

 

 

※本人に代わって代理の方が来られる

場合は、委任状が必要となります。 

ただし、右の方は不要です。 

 サークル活動で利用の『男の厨

房』『幸せキッチン』のみなさんが、

３月の最終活動日に“一年間あり

がとう”の思いをこめ、調理実習室

の器具の整理やエアコンフィルタ

ーやグリーストラップなどの清掃

作業をしてくださいました。おか

げでスッキリと新年度を迎えるこ

とができました。 

 また、日頃から活動日に使用室

内だけでなく、階段・廊下の清掃を

してくださるサークルがあるの

で、館がきれいに保たれています。 

ありがとうございます。 


